




非常災害対策計画




























株式会社ＡＬＴＷＥＬＬ
いつものところリハビリデイサービス高根公団

１．風水害
【非常災害時の行動手段】



【情報収集】
○テレビ、ラジオ、インターネット等により収集。
※警報情報を収集のため気象情報に気を付ける。
○市、消防、警察などの防災関係機関等により収集

【施設周辺の点検】
○施設周辺を定期的に見回り、土砂災害などの前兆現象がないか注意する。

（土砂災害の前兆現象）
崖崩れ　　・崖からの水が濁る　　　　　　・崖や斜面に亀裂が入る
　　　　　・小石がばらばら落ちてくる　　・崖から異常な音がする
土砂流　　・山鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかりあう音が聞こえる
　　　　　・雨が降り続いているのに川の水位が下がる（鉄砲水の前兆）
　　　　　・川の水が急に濁ったり、流木が混ざりはじめる
　　　　　・異常な匂いがする（土の腐った匂い、きな臭い匂いなど）
地滑り　　・地面にひび割れができる
　　　　　・沢の水が濁る　　　　　　　　・斜面から水が吹き出す
　　　　　・電柱や塀が傾く
※風雨の激しい時は、見回りを一時控え、職員安全にも配慮する。

【職員の収集・参集】
○休日の職員には、招集基準に基づき招集する。合わせて、管理者が不在の場合は、必要な指示を受けるようにする。
○連絡が取れなかった職員があった場合は、連絡担当者に報告する。その職員には、連絡担当者が引き続き連絡を取る。

【担当業務内容の確認や準備】
○情報収集、連絡担当　気象情報の継続確認、市や防災関係機関からの情報収集。
○避難誘導担当　飛ばされそうな物の室内移動、火の元の点検、避難場所、経路、場所の確認。
○物資担当　備蓄品の確認。

【職員や利用者への周知】
○職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図れるよう、ホワイトボードに気象情報などを記入する。
○災害について正確な情報を伝えて利用者の動揺・不安を解消するとともに、避難の準備など適切な行動が取れるようにする。

【施設の休業判断】
○収集した気象情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断をする。
○サービス開始後に休業を決定した場合の利用者の帰宅方法や家族に対する引き受けの要請については、気象状況等を充分考慮し判断する。
○家族への引き渡しは、職員の立会いのもとで行う。

【避難】
○市や防災関係機関から避難に関する情報を得たときや施設周辺で少しでも異常現象を見つけたときには避難を決定する。
○職員が不足している場合、地域の協力を得る。
○負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡する。
○ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止。
※避難は相当な時間を要するため、早い段階で避難の判断をする。

【家族への報告】
○災害用ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に利用者と施設の状況を伝える。

【健康ケアとメンタル対策】
○利用者の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努める。
○心身の変調が著しい利用者に対しては、医療機関への受入れ要請が必要か早期の検討をする。医療機関の受入れが困難な時は、市など関係機関と調整をとる。

２．地震
【非常災害時の行動手段】



【消化活動】
○火元付近にいる職員は、揺れが収まったらすぐに「火の始末」をするとともに、ガスの元栓を閉める。
○出火を発見したら、揺れが収まり次第、直ちに消火活動を行い消防に連絡するとともに、利用者の避難が必要か判断する。

【職員の収集・参集】
○職員は自身と家族の安全が確保された後、参集基準により、自発的に参集する。
○連絡が取れなかった職員があった場合は、連絡担当者に報告する。その職員には、連絡担当者が引き続き連絡を取る。

【安否確認と救護活動】
○直ちに利用者、職員の安否を確認する。
○負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状況によっては消防へ連絡する。

【情報の収集と連絡】
○施設の破損状況や施設周辺の危険性について確認を行う。
○テレビ、ラジオ、インターネットなどで地震の震源地や規模、余震、周辺の被害情報等を記入する。※警報情報を収集のため気象情報に気を付ける。
○職員間で十分な意思疎通や情報の共有化が図れるように、ホワイトボードに被害情報等を記入する。
○施設が被災した場合には、消防や市に応援を要請するとともに、必要な指示を受ける。また、施設の被災状況は、市に速やかに報告する。

【施設の休業判断】
○収集した気象情報や被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断をする。
○サービス開始後に休業を決定した場合の利用者の帰宅方法や家族に対する引き受けの要請については、状況を十分に考慮し判断する。
○家族への引き渡しは、職員の立会いのもとで行う。

【避難】
○避難先や避難経路の安全を確認する。
○避難は、市や消防など防災関係機関から情報や周辺の状況なども含めて、総合的に判断する。
○職員が不足している場合、地域の協力を得て避難する。
○負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡する。
○ブレーカーの切断など、２次災害発生の防止措置をとる。
※避難は相当な時間を要するため、早い段階で避難の判断をする。
○余震に十分注意する。

【家族への報告】
○災害用伝言ダイヤルサービスなど、事前に定めた災害時の連絡方法により、家族に利用者と施設の状況を伝える。

【健康ケアとメンタル対策】
○利用者の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努める。
○心身の変調が著しい利用者に対しては、医療機関への受入れ要請が必要か早期の検討をする。医療機関の受入れが困難な時は、市など関係機関と調整をとる。



３．火災
【非常災害時の行動手段】



【火の確認】
○自動火災報知機の受信機近くにいる者は、火災発生場所の確認をし、現場の状況確認を行う。

【通報】
○第１発見者又は通報担当者が１１９番通報をして状況を説明する。
・１１９番通報“火事です”
・住所、施設名、燃えているもの、建物の状況、逃げ遅れた者の有無、通報者の名前
○現場確認者等は、消火器、連絡のための携帯電話を携行し、現場状況の確認をする。
○火災発生を確認したら、周りに火災が発生したことを知らせる。

【初期消火】
○消火担当者は、消火器による消火活動
・電気火災は感電の心配があるため、ブレーカーを落とし、電源を遮断してから消火する。
○消火活動を行うとともに、窓、扉を閉鎖し火災の拡大防止を行う。
【避難誘導】
○大声でどこへ避難できるか指示する。
・煙等の被害が出ない経路を選択する。
・タオル等を鼻と口にあて、煙を吸い込まないように姿勢を低くして避難するよう指示する。

【情報伝達】
○現場を確認した者は、防火管理者へ連絡する。
○通報担当は、建物内にいる人に火災が発生したことを知らせる。
○通報担当は、防火管理者へ連絡する。
○消火担当は、窓・扉を閉め、火元を遮断する。
○避難誘導担当は、非常グッズを持ち、外の安全な場所に避難する。
○自力で避難できない人を避難場所まで搬送する。

【消防隊　到着】
○連絡担当は、消防隊に情報提供する。
・全員避難したか？
・負傷者はいるか？
・その他の必要事項

【避難場所に集合・待機】
○負傷者はいないかの確認
○誘導は間に合っているかの確認

【避難人員の確認】
○避難担当は、避難人員の確認

【施設の休業判断】
○被災の状況に基づき、適切に臨時休業の判断をする。
○サービス開始後に休業を決定した場合の利用者の帰宅方法や家族に対する引き受けの要請については、状況等を十分に考慮し判断する。
○家族への引き渡しは、職員の立会いのもとで行う。

【避難】
○火災が発生した場合、直ちに避難誘導を行うかどうかについては、火災規模や発生場所等により違うため、管理者は、出火場所や火災の程度、消火活動状況を総括的に、かつ短時間で判断し、避難誘導の開始を指示する。
○避難先や避難経路の安全を確認する。
○職員が不足している場合、地域の協力を得て避難する。
○負傷者がでた場合は応急手当を実施し、状態によっては消防へ連絡する。
※避難は相当な時間を要するため、早い段階で避難の判断をする。

【健康ケアとメンタル対策】
○利用者の健康状態や精神状態を確認し、体調管理や不安感の軽減に努める。
○心身の変調が著しい利用者に対しては、医療機関への受入れ要請が必要か早期の検討をする。医療機関の受入れが困難な時は、市など関係機関と調整をとる。
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【緊急連絡先一覧表・利用者一覧・職員緊急連絡網】
別紙参照

【避難場所】
・いつものところリハビリデイサービス高根公団
　船橋市立高根台第三小学校（徒歩8分）




【利用者が住んでいる地域での避難】
災害なので利用者が住んでいる地域で自主避難などが必要になった場合、家族だけでの避難が困難で当社に要請があったときは、二次災害に遭わないよう道路状況を確認し安全を確保できるか判断する。
安全が確保できない場合は「介護保険課」０４７－４３６－２３０４へ連絡し相談をする。



地　震　発　生


第一ステップ


消防活動


安否確認と救護活動


第二ステップ


職員の招集・参集


情報収集と連絡


第三ステップ


施設外へ避難


施設内の安全な場所へ避難


第四ステップ


家族への報告


健康ケアとメンタル対策



火　災　発　生


第一ステップ


火災の確認


通報


第二ステップ


初期消火


情報伝達


第三ステップ


消防隊到着


避難場所に集合・待機


火災発見　第一発見者”火事だ！”と叫ぶ


避難誘導
避難人員の確認

警　報　発　表


第一ステップ


情報の収集


施設周辺の点検


第二ステップ


担当業務内容の確認や準備


施設の休業判断


職員の招集・参集


職員や利用者への周知


第三ステップ


施設外へ避難


施設内の安全な場所へ避難


第四ステップ


家族への報告


健康ケアとメンタル対策
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【役割分担表】

統括責任者 担当：介護職統括管理者 ・統括責任　避難の判断等防火策についての指揮ほか伝搬

代行者：管理者

情報連絡班 リーダー：管理者 ・気象や災害の情報収集

代理：生活相談員 ・職員への連絡

・職員、職員の家族の安否確認

・関係機関との連絡、調整

・利用者家族への連絡

・避難状況のとりまとめ

消火担当 リーダー：機能訓練指導員 ・火元の点検

代理：介護職員 ・ガス漏れの有無の確認

・発火の防止

・発火の際の初期消火

救護担当 リーダー：看護師 ・負傷者を安全な場所への移動

代理：介護職員 ・負傷者の応急手当

避難誘導担当 リーダー：生活相談員 ・利用者安全確認

代理：介護職員 ・利用者への状況説明

・利用者の避難誘導

・利用者の家族への引き渡し

応急物資担当 リーダー：介護職リーダー ・食料、飲料水など備蓄品の確保、管理

代理：介護職員 ・備蓄品の補給

・貴重品の持ち出し
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【招集・参集基準】

災害種別 災害関連情報 対象職員

風水害 記録的短時間大雨情報又は土砂災害警戒情報が発表されたとき 指定職員

地震 震度４（被害が予測されるとき） 指定職員

震度５（被害が予測されるとき） 全職員

火災 施設を使用できるが、避難が必要なとき 全職員

施設の利用ができないとき


